
南区地域スポーツ活動補助金交付要綱 
 

第１条 通則 

 この要綱は，地域スポーツ活動に対する補助金の交付に関し，福岡市補助金交付規則（昭和４４年福

岡市規則第３５号）に定めるもののほか，必要な事項を定める。 

 

第２条 目的 

この補助金は，種目別スポーツ団体の事業を支援することにより，スポーツ種目の普及振興及び地域

におけるスポーツ・レクリエーションの推進を図ることを目的とする。 

 

第３条 補助金交付先 

 補助金の交付先は，地域のスポーツ・レクリエーションの推進を目的に区を単位として組織された，

種目別スポーツ団体（以下「団体」という。）とする。 

２ 賞杯等の現物支給を受けている団体は対象外とする。ただし，市民総合スポーツ大会区対抗交流競

技の予選大会を兼ねた南区親善大会を実施している団体を除く。 

３ 補助金の交付対象団体は公募により募集する。 

４ 本市の市税を滞納していないこと。 

 

第４条 交付金額 

 １団体毎に，第６条に基づき交付の対象となる経費の合計額から，他団体からの補助金等の収入を控

除した金額に対して，別表に定める金額を限度として予算の範囲内で決定し，交付する。 

 

第５条 交付対象事業 

（１）団体が主催する，スポーツ・レクリエーション振興を目的とした事業 

（２）その他区長が目的達成に必要と認める事業 

 

第６条 交付対象経費 

  交付対象事業の実施に要する経費。ただし，次の各号に掲げる経費は対象外とする。 

（１）人件費 

（２）活動内容自体の委託費 

（３）食糧費。ただし，事業実施のために必要な昼食代，弁当代，茶菓代を必要最小限の 

範囲で補助対象とする。 

（４）前３号に掲げるもののほか，補助対象経費とすることが適当でないと区長が認める経費 

 

第７条 事前協議 

補助金の交付を申請しようとする団体の長は，４月から５月末日までに次に掲げる書類を添えて事前

協議を受けなければならない。 

ただし，区長が認めるときは，この限りではない。 

（１）団体の規約 

（２）役員・委員名簿 

（３）直近の収支決算書 

（４）その他区長が必要と認める書類 

 

第８条 補助金の申請 

補助金の申請にあたっては，団体の長は，南区地域スポーツ活動補助金交付申請書（様式第１号）に

次の各号に掲げる書類を添えて，所管する区長に提出しなければならない。 

 （１）事業計画書 



 （２）事業収支計画書 

 （３）団体の規約 

 （４）役員・委員名簿 

 （５）その他区長が必要と認める書類 

 

第９条 暴力団の排除 

区長は，福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。以下「暴排条例」という。）第６条

の規定に基づき，本条の規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 区長は，申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは，この要綱に定める他の規定に関わらず，

補助金を交付しないものとする。 

（１）暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

（２）法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

（３）暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 区長は，補助を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

４ 区長は，補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため，補助団体（任意団体であ

るときは，当該団体の代表者。法人であるときは，その役員）の氏名（フリガナを付したもの），生年月

日，性別等の個人情報の提出を求めることができる。 

 

第１０条 補助金の交付決定 

 区長は，補助金の申請があったときは，その内容を審査し，適当であると認めたときは，補助金の交

付を決定し，南区地域スポーツ活動補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請団体に交付するものと

する。 

 

第１１条 実績報告 

団体の長は，当該年度の事業が完了した後，速やかに南区地域スポーツ活動実績報告書（様式第３号）

に次の各号に掲げる書類を添えて，区長に提出しなければならない。 

 （１）事業収支計算書 

 （２）事業の経過または成果を確認できる書類等区長が必要と認める書類 

 

第１２条 補助金の額の確定 

 区長は，事業の完了の報告を受けた場合においては，報告書等の書類の審査及び領収書の確認や現地

調査等により，その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適

合するものであるかどうかを南区地域スポーツ活動実績調査確認書（様式第４号）により適合すると認

めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，南区地域スポーツ活動補助金確定通知書（様式第５号）

をもって通知するものとする。 

 

（附則） 

この要綱は，平成１８年９月４日から施行する。 

平成２５年４月１日 一部改正。 

 

（附則） 

１ この要綱の有効期限は，平成３３年３月３１日までとする。 

２ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

平成２７年４月１日 一部改正 



平成２８年４月１日 一部改正 

平成２９年４月１日 一部改正 

 

 

（別表）補助金交付限度額 

 

  

 補助基本額 

 

 

２０，０００円 

 

 市民総合スポーツ大会区対抗交流競技の

予選大会を兼ねた南区親善大会を実施して

いる団体 

 

７０，０００円 

 



（様式第１号） 

南区地域スポーツ活動補助金交付申請書 

 
平成  年  月  日 

 
（あて先）福岡市南区長 
 
        申請者の住所      

        申請者の団体名     

        代表者の役職名・氏名
フリガナ

                ㊞ 

   性別・生年月日   

 
平成  年度南区地域スポーツ活動事業について補助金の交付を受けたいので，福岡市補助金

交付規則を承知の上関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
  

記 
 

１．交付を受けようとする補助事業名 南区地域スポーツ活動 

２．交付を受けようとする補助金の額       円 

３．申請者の営む主な事業 スポーツ種目の普及に関する事業 

４．補助事業の目的及び内容 
スポーツ種目の普及振興及び地域におけるス

ポーツ・レクリエーションの振興を図ること

を目的として，別紙のとおり事業を行う。 
５．補助事業の執行に関する収支計画及び

事業計画 別紙のとおり 

６．団体の規約，役員・委員名簿 別紙のとおり 

 

確 認 書 
 

１．提出した申請書及び添付資料は，市が保管し，返却されないことを了承します。 

２．本件申請にあたり市に提出した個人情報について，市が次の各号に係る照会確認に使用すること

を同意します。 

(1)市税に係る徴収金に滞納がないことを確認するため，市税務担当課への照会確認に使用すること。 

(2)この補助金からの暴力団排除のため，福岡県警察への照会確認に使用すること。 

以上を承諾のうえ，申請します。 

 

所在地 

団体名 

代表名                            （印）   



（様式第２号） 

 

南区地域スポーツ活動補助金交付決定通知書 

 

 南 企 振 第    号 

平成  年  月  日 

 

  様 

 

 

福岡市南区長      

 

 

平成  年  月  日付をもって申請のあった南区地域スポーツ活動補助金について，下記

のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      南区地域スポーツ活動 

 

２ 補助内示金額              円 

 

３ 補助金交付予定時期  事業終了後 

 

４ 補助条件 

 （１）補助事業の内容，経費の配分又は執行計画の変更（区長が認める軽微な変更を除く。）をす

る場合においては，区長の承認を受けるべきこと。 

 （２）補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，区長の承認を受けるべきこと。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合，又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては，速やかに区長に報告してその指示を受けるべきこと。 

（４）この交付決定に対して不服がある場合における申請の取下をすることができる期間は，こ

の交付決定通知受領の日から１４日以内とする。 

（５）その他福岡市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

 
 
 

【担当】 
南区総務部企画振興課 ○○ 
〒815-8501 福岡市南区塩原 3-25-1 
TEL：092-559-5064 FAX：092-562-3824 



（様式第３号） 

 

南区地域スポーツ活動実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先）福岡市南区長 

 
            申請者の住所    

            申請者の団体名   

            代表者の役職名・氏名                  ㊞ 

 

 

平成  年  月  日付，南企振第  号により補助金の交付決定を受けました事業の実績

について，下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補 助 事 業 名  南区地域スポーツ活動 

 

２ 補助事業の実施期間  平成  年  月  日 

 

３ 補助事業の実施状況   

 

  ア 補助事業経費収支計算書          別紙のとおり 

  イ 補助事業の経過又は成果を証する書類等   別紙のとおり 

 

４ 補助金の交付決定額と清算額 

 

   補助金の交付決定額            円 

   （補助金の既交付額） 

   補助金の清算額              円 

 

 



（様式第４号） 

 

 

南区地域スポーツ活動実績調査確認書 

 

平成  年  月  日 

 

 

                  所属   

職名   

氏名              印 

 

 

 

 

平成  年  月  日付，平成  年度南区地域スポーツ活動実績報告書について調査の結

果 

 

 

  １ 事実と相違ありません。 

 

２ 下記事項について相違がありました 

 

 

 



（様式第５号） 

 

南区地域スポーツ活動補助金確定通知書 

 

南区企振第     号 

 平成  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

福岡市南区長           

 

 

平成  年  月  日付の南区地域スポーツ活動実績報告書により補助金の額を下記のとおり

確定したので通知します。 

 

記 
 
 

１ 補助事業名   南区地域スポーツ活動 
 

２ 補助確定金額            円 
 

３ 補助条件 
   （１）福岡市補助金交付規則の規定を遵守すること。 
 
 

【担当】 
南区総務部企画振興課 ○○ 
〒815-8501 福岡市南区塩原 3-25-1 
TEL：092-559-5064 FAX：092-562-3824 



城南区地域スポーツ振興奨励事業補助金交付要綱 
 
 
（目的） 

第１条 この要綱は，当該スポーツ種目の普及振興及び城南区内の地域におけるスポーツ・レクリエー 
ションの推進を図ることを目的として行われる地域スポーツ活動に対する補助金の交付に関し，福岡 
市補助金交付規則（昭和４４年福岡市規則第３５号）に定めるもののほか，必要な事項を定める。 

 
（補助金交付先） 

第２条 補助金の交付先は，当該スポーツ種目の普及振興もしくは地域のスポーツ・レクリエーション 
の推進を目的に区を単位として組織された，スポーツ団体（以下「団体」という。）とする。 

２ 補助金の交付対象者の募集は，公募により実施する。 
 
（交付金額） 

第３条 １団体毎に，第５条に基づき交付の対象となる経費の合計額から，他団体からの補助金等の収 
入を控除した金額を限度に，別表の規定により計算して得られる額の範囲内とする。 

 
（交付対象事業） 

第４条 交付対象事業は次のとおりとする。 
（１）団体が主催する，スポーツ・レクリエーション振興を目的とした事業 
（２）その他区長が目的達成に必要と認める事業 

 
（交付対象経費） 

第５条 交付対象事業の実施に要する経費のうち，次の各号に掲げる経費を除いた費用について補助金 
の交付対象とする。 
（１）人件費。 
（２）活動内容自体の委託費。 
（３）食糧費。ただし，事業実施のために必要な昼食代，弁当代，茶果代を必要最小限の範囲で補助 

対象とする。 
（４）前３号に掲げるもののほか，補助対象経費とすることが適当でないと区長が認める経費。 

 
（事前協議書の提出） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は，補助金の交付を申請しようとする日の属する 
年度の前年度の７月初日から８月末日までに，次に掲げる書類を添えて城南区地域スポーツ振興奨励 
事業補助金事前協議書（様式第１号）を区長に提出しなければならない。ただし，区長が認めるとき 
は，この限りではない。 

 （１）団体の規約および役員名簿 
 （２）直近の収支決算書 
 （３）前号に掲げるもののほか，区長が必要と認める書類 
 
（補助金の申請） 

第７条 補助金の申請にあたっては，団体の長は，４月初日から５月末日までに城南区地域スポーツ振 
興奨励事業補助金交付申請書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添えて，区長に提出しなけれ 
ばならない。 

 （１）事業計画書 
 （２）事業収支計画書 
 （３）団体の規約 
 （４）役員・委員名簿 
 （５）その他区長が必要と認める書類 
 
 



（補助金の交付決定） 

第８条 区長は，補助金の申請があったときは，その内容を審査し，適当であると認めたときは，補助 
金の交付を決定し，城南区地域スポーツ振興奨励事業補助金交付決定通知書（様式第３号）を申請団 
体に交付するものとする。 

 
（実績報告） 

第９条 団体の長は，当該年度の事業が完了した後，速やかに城南区地域スポーツ振興奨励事業実績報 
告書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添えて，区長に提出しなければならない。 

 （１）事業収支計算書 
 （２）事業の経過または成果を確認できる書類等，区長が必要と認める書類 
 
（補助金の額の確定） 

第 10 条 区長は，事業の完了の報告を受けた場合においては，報告書等の書類の審査及び領収書の確 
認や現地調査等により，その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し 
た条件に適合するものであるかどうかを城南区地域スポーツ振興奨励事業実績調査確認書（様式第５ 
号）により適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，城南区地域スポーツ振興奨励 
事業補助金確定通知書（様式第６号）をもって通知するものとする。 

 
 
 
（附則） 
この要綱は，平成２４年 ６月１９日から施行する。 
 
（附則） 
１ この要綱は，平成２６年 ７月 １日から施行する。ただし，平成２６年度補助金の交付金額およ

び事前協議書の提出については，第３条及び第６条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

２ この要綱は，平成２９年 ３月３１日限り効力を失う。 
 
（附則） 
１ この要綱は，平成２９年 ４月 １日から施行する。 
２ この要綱は，平成３３年 ３月３１日限り効力を失う。 
 
 
 
（別表） 

補助基本額 20,000 円 

校区体育振興団体に推薦されたチームでの区大会

を実施している場合 
１大会あたり 60,000 円を加算 
(ただし，120,000 円を上限) 

高齢者もしくは障がい者で構成される団体の場合 10,000 円を加算 

 



1 

 

東区いきいきまちづくり提案事業補助金交付要綱 

                   

（通則） 

第１条 東区いきいきまちづくり提案事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

ては，福岡市補助金交付規則（昭和 44 年福岡市規則第 35 号）に定めるもののほか，この

要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は，地域課題に取組む市民により結成された団体や企業，大学，NPOな

どの多様な主体（以下「市民活動団体等」という。）が，地域の未来を共に創るパートナ

ーとなっている社会を目指し，市民活動団体等がまちづくりのパートナーへと成長する

ための契機を提供するとともに，市民活動団体等の育成・創出を目的として交付するも

のである。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は次の各号のとおりとする。 

 （１）自治協議会等 

  福岡市自治協議会に関する要綱第２条第１項に規定する自治協議会及び同項第２号に

規定するアからケまでの自治協議会を構成する団体をいう。 

 （２）自治協議会等に類する団体 

  団体名称は自治協議会等に該当しないが，自治協議会等と同一の団体であると蓋然的

にみなすことのできる団体をいう。 

（３）交付申請 

 第 11条に規定する補助金の交付を申請することをいう。 

（４）事業提案 

 交付申請をしようとする事業として第８条第１項の申請をすることをいう。 

（５）提案団体 

 事業提案をしようとする団体をいう。 

 

（補助対象団体） 

第４条 補助金を交付する対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は，次の各号

のいずれにも該当するものであること。なお，本補助金の補助対象団体は公募により募

集する。 

（１）構成員が５名以上の団体であること。 

（２）営利活動を目的としない団体であること。（ただし，民間企業が社会貢献活動とし

て応募する場合は除く。） 

（３）宗教・政治活動を目的としない団体であること。 

（４）自治協議会等又は自治協議会等に類する団体でないこと。 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は代表者若しくは役員が暴力団員である

団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。 

（６）当事業において，明朗な会計，経理を実施，報告できる団体であること。 
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（７）当事業において，提案内容・活動内容等の公表に異議がない団体であること。 

（８） 本市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していない団体であること。 

（９）当該年度において，補助金の交付決定を受けていない団体であること。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，東区の地

域活性化や地域交流の促進等に寄与する事業であって，地域課題を解決するため自ら発

意・企画し，自主的に取組むまちづくり活動で，次に掲げる分野に該当するものとする。 

（１）防災・防犯 

（２）子ども・地域福祉・健康 

（３）地域の環境・生活 

（４）地域資源の利活用 

（５）その他東区長（以下「区長」という。）が特に必要と認める分野 

２ 前項の事業は，補助対象団体が行う事業であって，次の各号のいずれにも該当するも

のでなければならない。 

（１）国・地方公共団体からの助成を受けていない事業であること，又は助成を受ける

ことが決定していない事業であること。 

（２）営利を目的とした事業でないこと。 

（３）特定の個人や団体が利益を受ける事業でないこと。 

（４）政治，宗教，選挙活動を目的としない事業であること。 

（５）法令等に違反する事業でないこと。 

（６）公序良俗に反する事業でないこと。 

（７）祭り，運動会等地域で恒例となっている事業でないこと。 

（８）保全又は維持管理のみを目的として実施する事業でないこと。 

（９）当該年度中に着手し，終了する事業であること。 

（10）当該年度以前に，同一の団体が実施する同様の事業に対して，本補助金の交付を

３回受けていないこと。 

（11）その他区長が不適当と認める事業でないこと。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金を交付する対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助対象

事業として補助金の交付申請後に支出された経費とする。ただし，別表に掲げる経費及

び補助対象経費とすることが適当でないと区長が認める経費については，補助対象外と

する。 

 

（補助金の交付額） 

第７条 補助金の交付額は，前条に規定する経費のうち，次表に掲げる補助割合により算

定した額以内とし，予算の範囲内において交付する。 

 

区分 
算定方法 

交付限度額 
補助対象経費 補助割合 
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新規採択事業 
10万円まで 10分の 10  

20万円 10万円を超える部分 10分の 8 

上記以外の事業 全部 10分の 8 

 

２ 前項に規定する補助金の交付額の算定において，事業の実施に伴う自主財源以外の収

入が補助対象外経費を上回る場合には，当該上回る金額を補助対象経費から控除する。 

３ 交付額の算定において，千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

 

（事業提案） 

第８条 提案団体は，区長に対し補助対象団体を公募している期間（以下「提案期間」と

いう。）に，交付申請をしようとする事業（以下「提案事業」という。）について，「事業

提案書（様式第１号）」に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）事業概要書（様式第３号） 

（２）収支計画書（様式第４号） 

（３）事業計画書（様式第５号） 

（４）団体概要書（様式第７号） 

（５）実施団体の規約および役員名簿 

（６）その他区長が必要と認める書類 

２ 提案期間は，４月１日から４月 30日（４月 30日が土日祝日の場合は翌平日）とする。

ただし，区長が提案期間を変更，追加又は補助対象団体の公募の延期若しくは中止を決

定したときは，区長はその決定についてすみやかに公表しなければならない。 

 

（採択） 

第９条 区長は，提案団体から前条の規定により事業提案があった場合は，東区いきいき

まちづくり提案事業提案評価会設置要綱に基づき設置した東区いきいきまちづくり提案

事業提案評価会での評価を参考にするとともに，当該事業提案に係る書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により，当該事業提案に係る補助金の交付が法令等及び予算

で定めるとことに違反していないかどうか，東区いきいきまちづくり提案事業として適

正かどうか，金額に誤りがないか等を調査し，採択の可否を審査するものとする。 

２ 区長は，前項に規定する審査の結果，当該提案事業を採択すべきものと認めたときは，

すみやかに採択を決定しなければならない。 

３ 区長は，採択を決定したときは，すみやかに「補助事業採択決定通知書（以下「採択

通知書」という。）（様式第８号）」により，当該提案団体（以下「採択団体」という。）

に通知しなければならない。 

４ 区長は，採択団体に，採択通知書により，交付申請の期日を通知しなければならない。 

５ 区長は，第１項に規定する審査の結果，採択することが不適当と認めたときは，すみ

やかに提案団体に対しその旨を通知しなければならない。 

 

（採択の取消） 

第 10条 区長は，採択団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，提案事業の

採択を取消すことができる。 

（１）偽りその他不正の行為により提案事業の採択をうけたとき 
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（２）前号に掲げる場合のほか提案事業に関して，採択の決定若しくはその他法令，条例

及び規則に基づく区長の処分又は命令に違反したとき 

２ 前条第３項の規定は，第１項の規定による取消しをしたときも準用する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第 11 条 採択を受けた事業の交付申請をしようとする採択団体（以下「申請団体」とい

う。）は，区長に対し第９条第４項に規定する交付申請の期日（以下「申請期間」とい

う。）までに，「補助金交付申請書（以下「交付申請書」という。）（様式第２号）」に次

の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）事業概要書（様式第３号） 

（２）収支計画書（様式第４号） 

（３）事業計画書（様式第５号） 

（４）団体概要書（様式第７号） 

（５）実施団体の規約及び役員名簿 

（６）その他区長が必要と認める書類 

２ 申請期間は，採択を受けた日から起算して 10日以内とする。ただし，区長が採択通知

書で交付申請の期日を別に指定するときはこの限りではない。 

３ 申請期間内に，申請団体が区長に対して交付申請書を提出しない場合は，採択を受け

た事業の交付申請を放棄したものとみなす。 

 

（補助金の交付決定） 

第 12条 区長は，前条の規定により交付申請があったときは，当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により，当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予

算で定めるところに違反していないかどうか，提案事業が東区いきいきまちづくり提案

事業として適正かどうか，金額に誤りがないか等を調査し，補助金交付の可否を審査す

るものとする。 

２ 区長は，前項に規定するところによる審査の結果，補助金を交付すべきものと認めた

ときは，すみやかに交付の決定をしなければならない。 

３ 区長は，前項の場合において必要があるときは，補助金の交付の申請に係る事項につ

き修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

３ 区長は，第１項の規定の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは，

すみやかに申請団体に対しその旨を通知しなければならない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第 13条 区長は，補助金の交付を決定する場合には，福岡市補助金交付規則第６条に定め

る条件を付するものとする。 

２ 同規則第６条第１号に規定する軽微な変更は，次のとおりとする。 

（１）補助目的達成のために行う，総事業費の増減を伴わない経費配分又は執行計画の変

更。 

（２）補助目的達成のため，又は補助目的に影響を及ぼさない範囲で，より効率的，効果

的に事業を実施するための事業内容の細部の変更。 

３ 区長は，補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは，前２項に定める条
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件のほか，必要な条件を付することができる。 

 

（決定の通知） 

第 14条 区長は，補助金の交付を決定したときは，すみやかに「補助金交付決定通知書（様

式第９号）」によりその決定の内容及びこれに付した条件を申請団体に通知しなければな

らない。 

 

（申請の取下げ） 

第 15 条 補助金の交付が決定した団体（以下「補助団体」という。）は，前条の通知を受

領した場合において，当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条

件に不服があるときは，「補助金交付取下げ申請書（様式第 10号）」により，当該通知を

受けた日から起算して 10日以内までに申請の取下げができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付の決定

は，なかったものとみなす。 

 

（事業計画の変更） 

第 16 条 補助団体は，事業計画を変更（区長が認める軽微な変更を除く。）しようとする

とき又は事業計画を中止し，若しくは廃止しようとするときは，遅延なく，「変更・中止・

廃止承認申請書（様式第 11号）」を区長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 区長は，前項の規定による申請があったときは，内容を審査し，その結果を「変更・

中止・廃止承認・不承認通知書（様式第 12号）」により補助団体に通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第 17条 区長は，必要があると認めるときは，補助団体から提案事業の遂行に関する報告

を徴することができる。 

 

（遂行命令等） 

第 18条 区長は，補助団体が提出する報告等により，その者の提案事業が補助金の交付の

決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは，その者に

対し，これらに従って当該提案事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 区長は，補助団体が前項の命令に違反したときは，その者に対し，当該提案事業の遂

行の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第 19条 補助団体は，提案事業が完了したとき又は提案事業の廃止の承認を受けたときに

は，次項に掲げる期日までに「実績報告書（様式第 13 号）」に次の各号に掲げる書類を

添えて区長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（様式第 14号） 

（２）事業の経過又は成果を証する書類 

（３）その他区長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する報告書の提出期限は次のとおりとする。 

（１） 事業が完了した日から 1 か月を経過する日，又は補助金の交付決定を受けた会計年
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度の末日のいずれか早い日 

（２） 提案事業の廃止の承認を受けた日から 10日を経過する日 

３ 提案事業が完了した補助団体は，公開による事業報告会においてその成果を報告しな

ければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 20条 区長は，提案事業の完了又は廃止に係る提案事業の報告を受けた場合においては，

報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，その報告に係る提案事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを

「実績調査確認書（様式第 15 号）」により調査確認し，適合すると認めたときは，交付

すべき補助金の額を確定し，「補助金確定通知書（様式第 16号）」により，当該補助団体

に通知しなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第 21条 区長は，提案事業の完了又は廃止に係る提案事業の成果の報告を受けた場合にお

いて，その報告に係る提案事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合しないと認めるときには，当該提案事業につき，これに適合させるための措置

をとるべきことを当該補助団体に命ずることができる。 

２ 第 19条の規定は，前項の規定による命令に従って行う提案事業について準用する。 

 

（補助金の交付の時期） 

第 22 条 補助金は，第 20 条の規定により確定した額を提案事業の終了後に交付するもの

とする。ただし，提案事業の性質上，その事業の終了前に交付することが適当と認める

ときには，一括又は分割して事前に交付することができる。 

２ 補助団体は，提案事業の終了後に補助金の交付の請求をしようとするときは,「補助金

交付請求申請書（様式第17号）」を区長に提出しなければならない。 

３ 補助団体は，提案事業の終了前に補助金の交付を受けようとするときは，「補助金概

算払い請求申請書（様式第18号）」に「資金計画書（様式第６号）」を添えて区長に提出

しなければならない。 

４ 前項の場合は，補助団体は補助金交付決定後，すみやかに「請求書（福岡市会計帳簿

諸表等様式規則様式）」を区長に提出しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第 23条 区長は，福岡市暴力団排除条例（平成 22年福岡市条例第 30号。以下「暴排条例」

という。）第６条の規定に基づき，本条の規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 区長は，提案団体又は申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは，この要綱に

定める他の規定に関わらず，補助金を交付しないものとする。 

（１）暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

（２）法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

（３）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 区長は，採択を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは，採択の決定を取り

消すことができる。 



7 

 

４ 区長は，補助を受けた者が第２項各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

５ 区長は，補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため，提案団体，

申請団体，採択団体又は補助団体（任意団体であるときは，当該団体の代表者。法人で

あるときは，その役員）の氏名（フリガナを付したもの），生年月日，性別等の個人情報

の提出を求めることができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第 24条 区長は，補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交

付決定の全部又は一部を取消し，又は変更することができる。 

（１）偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき 

（２）補助金を他の用途に使用したとき 

（３）前２号に掲げる場合のほか提案事業に関して，補助金交付の決定内容若しくはこれ

に付した条件その他法令，条例及び規則に基づく区長の処分又は命令に違反したとき 

（４）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により，事業の全部又は一

部を継続することができなくなったとき 

２ 前項の規定は，提案事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 第 14条の規定は，第１項の規定による取消しをした場合にも準用する。 

 

（補助金の返還） 

第 25条 区長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，又は変更した場合にお

いて，当該取消し，又は変更に係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，

補助金の返還を決定した日から起算して 15日以内に「補助金返還命令書（様式第 19号）」

により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

２ 区長は，補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超

える補助金が交付されているときは，前項の規定に準用するところによりその返還を命

じるものとする。 

 

（書類の整備） 

第 26条 補助団体は，提案事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入

及び支出について，当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存しておかなければな

らない。 

２ 区長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため，必要があるときは，前項の帳

簿及び証拠書類を検査することができる。 

 

（事業の評価） 

第 27 条 区長は，第 19 条の規定による報告を受けたときは，公開による事業報告会を開

催するものとする。 

２ 区長は，提案事業について評価を行い，その結果を「評価通知書（様式第 20 号）」に

より補助団体に通知するものとする。 
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（財産処分の制限） 

第 28条 補助団体は，提案事業により取得し，又は効用の増加した物品等を，補助金交付

の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付けし，又は担保に供してはならない。 

 

（委任） 

第 29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，区長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（期 間） 

 この要綱の有効期間は平成 29 年 3 月 31 日までとする。ただし，同日に属する年度以前

に交付した補助金については，交付年度終了後５年間その効力を有する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 

 この要綱は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。ただし，平成 26 年度以前に交付した補

助金については従前の要綱による。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 28年 7月 1日から施行する。ただし，施行期日前に交付した補助金に

ついては従前の要綱による。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 29 年４月１日から施行する。ただし，平成 28 年度以前に交付決定し

た補助金については従前の要綱による。 

 

（期 間） 

 この要綱の有効期間は平成 33 年３月 31 日までとする。ただし，同日が属する年度以前

に交付した補助金については，交付年度終了後５年間その効力を有する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 30 年４月１日から施行する。ただし，平成 29 年度以前に交付決定し

た補助金については従前の要綱による。 
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別表 補助対象外経費（第６条関係） 

経 費 区 分 内  容 

人件費 

団体役員・スタッフの手当・賃金等 

ただし，外部講師等への講師謝礼等の報償費については，区

長が必要と認める範囲内で対象とすることができる。 

団体の経常的な運営費 事務室の賃借料，コピー機のリース料等 

活動内容自体の委託費 
事業の事務，企画，運営，調査などの活動の中心となる部分

の委託 

食糧費 団体役員・スタッフの打ち上げ・懇親会費用等 

市外旅費 区長が特に必要と認める場合は，対象とすることができる。 

備品購入費 価格が１万円以上かつ耐用年数が１年以上の物品の購入 

被服費 スタッフＴシャツ，ユニフォーム等 

工事費 看板の設置や建物の改修費用等 



中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱 
 
（通則） 
第１条 中央区まちづくり支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については，

この要綱の定めるところによるもののほか，福岡市補助金交付規則（昭和４４年福岡市

規則第３５号）による。 
 
（交付の目的） 
第２条 補助金は，市民自らが創意と工夫をもって，自主的に取り組む中央区の地域課題

の解決や魅力づくり等の事業を支援することにより，市民一人ひとりが生きがいを持っ

てまちづくりに取組む「市民主体の活力あふれるまちづくり」を促進することを目的と

して交付するものである。 
 
（補助交付対象団体） 
第３条 補助金を交付する対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は，次の各号

のいずれにも該当するものであること。なお，本補助金の交付対象団体は公募により募

集する。 
（１）構成員が５名以上の団体であること。 
（２）営利活動を目的としない団体であること。（ただし，民間企業が社会貢献活動とし

て応募する場合は除く。） 
（３）宗教・政治活動を目的としない団体であること。 
（４）自治協議会（「福岡市自治協議会に関する要綱」第４条により登録された自治協議

会をいう。）でないこと。 
（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は代表者若しくは役員が暴力

団員である団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこ

と。 
（６）当事業において，明朗な会計，経理を実施，報告できる団体であること。 

（７）当事業において，提案内容・活動内容等の公表に異議がない団体であること。

（８）本市の市税を滞納していないこと。 
 
（補助交付対象事業） 
第４条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，中央区の

地域課題の解決や活性化等のため，自ら発意・企画し，自主的に取り組むまちづくり事

業であり，次に掲げる各号のいずれかの分野に該当するものとする。 
（１）次世代育成 
（２）地域活性化 
（３）環境美化・安全安心 
（４）スポーツ・文化・健康 
（５）その他区長が必要と認める課題 

２ 前項の事業は，補助対象団体が行う事業であって，次の各号のいずれにも該当するも



のでなければならない。 
（１）国・地方公共団体又はこれらに準ずる団体からの助成を受けている事業でないこ

と。 
（２）営利を目的とした事業でないこと。 
（３）特定の個人や団体が利益を受ける事業でないこと。 
（４）政治，宗教，選挙活動を目的としない事業であること。 
（５）法令等に違反する事業でないこと。 
（６）公序良俗に反する事業でないこと。 
（７）祭り，運動会等地域で恒例となっている事業でないこと。 
（８）当該年度（翌年２月末日まで）の間に実施する事業であること。 

（９）その他区長が不適当と認める事業でないこと 
 
（補助交付対象経費） 
第５条 補助金を交付する対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助対象

事業の実施に要する経費とする。ただし，次の各号に掲げる経費については，補助対象

外とする。 
（１）人件費 
（２）団体の経常的な運営費 
（３）活動内容自体の委託費 
（４）食糧費。事業実施のために必要な飲食費は補助対象とする。 

（５）前４号に掲げるもののほか，補助対象経費とすることが適当でないと区長が

認める経費 

 
（補助金の交付額） 
第６条 補助金の交付額は，前条に規定する経費のうち，予算の範囲内で最高 30 万円（千

円未満の端数は，切捨てとする。）を限度とする。 
 

（補助金の申請） 
第７条 補助金の交付の申請をしようとする団体（以下「申請団体」という。）は，別に

定める期日までに，「中央区まちづくり支援事業補助金交付申請書（様式第１号）」に次

の各号に掲げる書類を添えて，区長に提出しなければならない。 
（１） 事業提案書 
（２） 事業収支計画書 
（３） 年間事業計画書 
（４） 団体概要書 
（５） 実施団体の規約及び役員名簿 
（６） その他区長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請は，年度内において，１団体につき１回を限度とする。 
 
（暴力団の排除） 
第８条 区長は，福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。以下「暴排条例」



という。）第６条の規定に基づき，本条の規定する排除措置を講じるものとする。 
２ 区長は，申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは，この要綱に定める他の規

定に関わらず，補助金を交付しないものとする。 

（１）暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

（２）法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

（３）暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 区長は，補助を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 
４ 区長は，補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため，補助団体（任

意団体であるときは，当該団体の代表者。法人であるときは，その役員）の氏名（フリ

ガナを付したもの），生年月日，性別等の個人情報の提出を求めることができる。 
 
（審査） 
第９条 区長は，第７条の規定により補助金の申請があったときは，中央区まちづくり支

援事業提案評価会設置要綱に基づき設置された中央区まちづくり支援事業提案評価会で

の評価を参考にするとともに，当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調

査等により，当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算で定めるところに違反して

いないかどうか，当該事業が中央区まちづくり支援事業として適正かどうか，金額に誤

りがないか等を調査し，補助金交付の可否を審査するものとする。 
 
（補助金の交付決定） 
第 10 条 区長は，前条に規定するところによる審査の結果，補助金を交付すべきと認め

たときは，すみやかに交付の決定をしなければならない。 
２ 区長は，必要があると認めるときは，補助金の交付の決定にあたり条件を付すことが

できる。 
３ 区長は，前条の規定の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは，す

みやかに申請団体に対しその旨を通知しなければならない。 
 
（補助金の交付の条件） 
第 11 条 区長は，補助金の交付を決定する場合には，福岡市補助金交付規則第６条に定

める条件を付するものとする。 
２ 同規則第６条第１号に規定する軽微な変更は，次のとおりとする。 
（１）補助目的達成のために行う，総事業費の増減を伴わない経費配分又は執行計画の変

更。 
（２）補助目的達成のため，又は補助目的に影響を及ぼさない範囲で，より効率的，効果

的に事業を実施するための事業内容の細部の変更。 

 
（決定の通知） 
第 12 条 区長は，補助金の交付の可否を決定したときは，すみやかに「中央区まちづく

り支援事業補助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）」により申請団体に通知しなけ

ればならない。 



（申請の取下げ） 
第 13 条 補助金の交付が決定した団体（以下「補助団体」という。）は，前条の通知を受

領した場合において，当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条

件に不服があるときは，「中央区まちづくり支援事業補助金交付取下げ申請書（様式第 

３号）」により，当該通知を受けた日から起算して 10 日以内までに申請の取下げができ

る。 
２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付の決定

は，なかったものとみなす。 
 
（補助事業の変更） 
第 14 条 補助団体は，事業計画を変更（区長が認める軽微な変更を除く。）しようとする

とき又は事業計画を中止し，若しくは廃止しようとするときは，遅延なく，「中央区まち

づくり支援事業変更・中止・廃止承認申請書（様式第４号）」を区長に提出し，その承認

を受けなければならない。 
２ 区長は，前項の規定による申請があったときは，内容を審査し，その結果を「中央区

まちづくり支援事業変更・中止・廃止承認・不承認通知書（様式第５号）」により補助団

体に通知するものとする。 
 
（状況報告） 
第 15 条 区長は，必要があると認めるときは，補助団体から当該事業の遂行に関する報

告を徴することができる。 
 
（遂行命令等） 
第 16 条 区長は，補助団体が提出する報告等により，当該事業が補助金の交付の決定の

内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは，その者に対し，

これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。 
２ 区長は，補助団体が前項の命令に違反したときは，その者に対し，当該事業の遂行の

一時停止を命ずることができる。 
 
（実績報告） 
第 17 条 補助団体は，当該事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたときには，すみ

やかに「中央区まちづくり支援事業実績報告書（様式第６号）」に次の各号に掲げる書類

を添えて区長に提出するとともに，公開による事業報告会においてその成果を報告しな

ければならない。 
（１）事業収支計算書 
（２）事業の経過又は成果を証する書類 
（３）その他区長が必要と認める書類 
 
（補助金の額の確定） 
第 18 条 区長は，当該事業の完了又は廃止に係る報告を受けた場合においては，報告書

等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，その報告に係る事業の成果が補助金



の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを「中央区ま

ちづくり支援事業実績調査確認書（様式第７号）」により調査確認し，適合すると認めた

ときは，交付すべき補助金の額を確定し，「中央区まちづくり支援事業補助金確定通知書

（様式第８号）」により，当該補助団体に通知しなければならない。 
 
（是正のための措置） 
第 19 条 区長は，当該事業の完了又は廃止に係る事業の成果報告を受けた場合において，

その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合し

ないと認めるときには，当該事業につき，これに適合させるための措置をとるべきこと

を当該補助団体に命ずることができる。 
２ 第 17 条の規定は，前項の規定による命令に従って行う事業について準用する。 
 
（補助金の交付の時期） 
第 20 条 補助金は，第 18 条の規定により確定した額を当該事業の終了後に交付するもの

とする。ただし，当該事業の性質上，その事業の終了前に交付することが適当と認める

ときには，一括又は分割して事前に交付することができる。 
２ 補助団体は，当該事業の終了後に補助金の交付の請求をしようとするときは,「中央区

まちづくり支援事業補助金交付請求申請書（様式第９号）」に「請求書（福岡市会計帳

簿諸表等様式規則様式）」を添えて区長に提出しなければならない。 

３ 補助団体は，当該事業の終了前に補助金の交付を受けようとするときは，「中央区ま

ちづくり支援事業補助金概算払い請求申請書（様式第10号）」に「請求書（福岡市会計

帳簿諸表等様式規則様式）」及び資金計画書を添えて区長に提出しなければならない。 

４ 交付額については，千円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

 
（交付決定の取消等） 
第 21 条 区長は，補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の

交付決定の全部又は一部を取消し，又は変更することができる。 
（１）偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき 
（２）補助金を他の用途に使用したとき 
（３）前２号に掲げる場合のほか支援事業に関して，補助金交付の決定内容若しくはこれ

に付した条件その他法令，条例及び規則に基づく区長の処分又は命令に違反したとき 
（４）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により，事業の全部又は一

部を継続することができなくなったとき 
２ 前項の規定は，当該事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 
３ 第 12 条の規定は，第１項の規定による取消しをした場合にも準用する。 
 
（補助金の返還） 
第 22 条 区長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，又は変更した場合に

おいて，当該取消し，又は変更に係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，

補助金の返還を決定した日から起算して１５日以内に「中央区まちづくり支援事業補助



金返還命令書（様式第 11 号）」により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 
２ 区長は，補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超

える補助金が交付されているときは，前項の規定に準用するところによりその返還を命

じるものとする。 
 
（書類の整備） 
第 23 条 補助団体は，当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収

入及び支出について証拠書類を整理し，当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存

しておかなければならない。 
２ 区長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため，必要があるときは，前項の帳

簿及び証拠書類を検査することができる。 
 
（事業の評価） 
第 24 条 区長は，第 17 条の規定による報告を受けたときは，公開による事業報告会を開

催するものとする。 
２ 区長は，当該事業について評価を行い，その結果を「中央区まちづくり支援事業評価

通知書（様式第 12 号）」により補助団体に通知するものとする。 
 
（財産処分の制限） 
第 25 条 補助団体は，支援事業により取得し，又は効用の増加した備品等を，補助金交

付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付けし，又は担保に供してはならない。 
 
（委任） 
第 26 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，区長が別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 
（期間） 
２ この要綱は，平成２９年３月３１日をもって廃止する。ただし，同日に属する年度以

前に交付した補助金については，交付年度終了後５年間その効力を有する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，平成 26 年度以前に交付した

補助金については従前の要綱による。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，平成 27 年度以前に交付した

補助金については従前の要綱による。 



附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 
（期間） 
２ この要綱は，平成３３年３月３１日をもって廃止する。



  （様式第１号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金交付申請書 

 
年  月  日 

 
（あて先）中央区長 
 
 
 

（申請者）                
団体所在地              
団体名                
代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 

平成  年度中央区まちづくり支援事業補助金の交付を受けたいので，福岡市補助金交

付規則及び中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱を承知の上，関係書類を添えて下記

の通り申請します。 
また，申請にあたりましては，次の補助金の交付要件の確認に係る調査・照会に同意し

ます。 
１ 本補助金の交付要件である「本市の市税を滞納していないこと」の確認にあたり，税

務担当課に補助金交付申請書類が開示され，私（法人）の市税の課税状況及び納税状況

についての照会がされること。 
２ 本件申請にあたり提出した個人情報について，この補助金からの暴力団排除のため，

福岡県警察本部へ照会がされること。 
 

記 
 
１ 事業名 
 
２ 補助金の申請額 
 
３ 関係書類 

（１）事業提案書（様式第１号の１） 
（２）事業収支計画書（様式第１号の２） 
（３）年間事業計画書（様式第１号の３） 
（４）団体概要書（様式第１号の４） 
（５）実施団体の規約及び役員名簿 



（様式第１号の 1） 
事 業 提 案 書 

団体名                   

１ 事 業 名  

２ 事業区分 

（該当区分に○） 

(1) 次世代育成 (2) 地域活性化 (3) 環境美化・安全安心 

(4) スポーツ・文化・健康 (5) その他区長が必要と認める課題 

３ 事業の目的 

 

※地域のニーズや課題

解決につながる点も

合わせてご記入くだ

さい 

 

４ 事業の概要 

 

※アイデアや工夫して

いる点等も合わせて

ご記入ください 

【具体的な実施内容】 

 

○実施日時 

 

○実施場所 

 

○実施内容 

 

 

 

 

 

 

○実施対象者 

５ 期待される効果 

 

 

 

 

※必要に応じてページ数等を増やして記載してください。 

※既存の事業を拡大した場合、工夫や改善した点を明確にして下さい。 



 （様式第１号の２）

　

　　　（単位：円）

予算額 内訳

会費

参加費

事業収益

その他（  　　　　　　　   　）

当該事業に対する補助希望額

0

※1　企業，他機関等からの協賛金　等

区分 項　　目 予算額 内　訳（算出根拠）

小　　計 0

小　　計 0

0合　　計

事業収支計画書

自己資金

まちづくり支援補助金

その他の資金 ※1

合　　計

項　　目

（収入）

（支出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費



（様式第１号の３） 
 

年間事業計画書 

 

年 月 項 目 活 動 内 容 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 



（様式第１号の４） 
団体概要書 

 

１ 団体名 
 

２ 団体の所在地 
〒   －    

３ 代表者名 
（ふりがな） 
 

４ 設立年月日 
年  月  日 

５ 構成員数 
人 （うち役員  人） 

６ 団体の目的 

 

７ 主な活動内容 

 

８ 主な活動実績 

 

９ 主な活動場所 
 

10 担当者・連絡先 

（ふりがな） 
氏名 
 
（役職      ） 
住所  〒   － 
 
 
電話番号 

ＦＡＸ 

Ｅ－ｍａｉｌ 

ＨＰアドレス 



（様式第２号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金交付・不交付決定通知書 

 
第     号 

平成  年  月  日 
様 

 
中央区長       

 
平成  年  月  日をもって申請のあった中央区まちづくり支援事業補助金につい

ては，審査の結果，  採用 ／ 不採用 となりましたので通知します。 
 
１．「採用の場合」 

記 
 
１ 事業名 
 
２ 補助決定金額 
 
３ 補助金交付予定時期 
 
４ 補助条件 
（１） 事業の内容，経費の配分又は執行計画の変更（区長が認める軽微な変更を除く。）を

する場合においては，区長の承認を受けること。 
（２） 事業を中止し，又は廃止する場合においては，区長の承認を受けること。 
（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては，す

みやかに区長に報告してその指示を受けること。 
（４） この交付決定に対して不服がある場合における申請の取り下げをすることができる

期間は，この交付決定通知書受領の日から１０日以内とする。 
（５） その他福岡市補助金交付規則及び中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱の定め

を遵守すること。 
 
２．「不採用の場合」 
 不採用となった理由 
 
 
 

     



（様式第３号） 
 
 

中央区まちづくり支援事業補助金交付取下げ申請書 

年  月  日 
（あて先）中央区長  
 

（申請者） 
団体所在地              
団体名                
代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 平成  年  月  日付け中企振第   号で交付決定の通知を受けた補助金につい

て，補助金の交付の取下げをしたいので，下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 事業名 
 
 
 
２ 取下げの理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式第４号） 
 

中央区まちづくり支援事業変更・中止・廃止承認申請書 

 
年  月  日 

（あて先）中央区長  
 

（申請者） 
団体所在地              
団体名                
代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 平成  年  月  日付け中企振第   号で交付決定の通知を受けた補助金につい

て，事業の変更・中止・廃止を受けたいので，下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 支援事業名 
 
 
２ 補助金交付額 
  （１）交付決定額         円 
  （２）交付変更額         円 
 
 
３ 変更・中止・廃止理由 
 
 
 
 
４ 関係書類 

（１） 事業計画書（変更後） 
（２） 事業収支計画書（変更後） 

 
 
 

 
 
 
 



（様式第５号） 
 

中央区まちづくり支援事業変更・中止・廃止承認・不承認通知書 

   号 
平成  年  月  日 

 
様 

 
中央区長       

 
平成  年  月  日をもって申請のあった中央区まちづくり支援事業変更・中止・

廃止承認申請については，承認・不承認することといたしましたので通知いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



（様式第６号） 
 

中央区まちづくり支援事業実績報告書 

 
 

年  月  日 
（あて先）中央区長  
 

（支援者） 
団体所在地              
団体名                
代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 平成  年  月  日付け中企振第   号により補助金の交付決定を受けました事

業の実績について，下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 事業名 
 
２ 事業の実施期間 
 
３ 事業の実施状況 

（１） 事業収支計算書             
（２） 事業の経過又は成果を証する書類等    

 
４ 補助金の交付決定額と精算額 

（１） 補助金の交付決定額          円 
（２） 補助金の既交付額           円 
（３） 補助金の精算額            円 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

　

　　　（単位：円）

予算額 決算額 増減 内訳

0 0 0

区分 項　　目 予算額 決算額 増減 内　訳

小　　計 0 0 0

小　　計 0 0 0

0 0

（様式第６号の１）

事業収支計算書

項　　目

自己資金

まちづくり支援補助金

補
助
対
象
経
費

合　　計

（収入）

（支出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他の資金

合　　計

補
助
対
象
外
経
費



（様式第７号） 
 

中央区まちづくり支援事業実績調査確認書 

 
平成  年  月  日 

 
 

確認者   所 属           
      職 名           
      氏 名         ㊞ 

 
 平成  年  月  日付け中央区まちづくり支援事業実績報告書について調査の結果， 
 
 
 
１ 事実と相違ありません。 
 
２ 下記の事項について相違がありました。 
 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式第８号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金確定通知書 

 
第     号 

平成  年  月  日 
 

様 
 

中央区長       
 
平成  年  月  日付け中央区まちづくり支援事業実績報告書により，同事業補助

金額を下記のとおり確定しましたので通知します。 
 

記 
 
１ 事業名 
 
２ 補助確定金額 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



（様式第９号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金交付請求申請書 

 
 

年  月  日 
（あて先）中央区長  
 

（申請者） 
団体所在地              
団体名            

           代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 平成  年  月  日付け中企振第   号をもって額の決定のあった中央区まちづ

くり支援事業補助金を中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱第 20条第２項の規定によ

り次のとおり請求します。 
 
 

記 
 

１．事業名   
 
  ２．請求額             円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式第 10 号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金概算払い請求申請書 

 
 

年  月  日 
（あて先）中央区長 
 

（申請者） 
団体所在地              
団体名                
代表者職・氏名          ㊞ 
電話番号               

 
 平成   年度中央区まちづくり支援事業補助金に対する補助金について概算交付を受

けたいので，中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱第 20 条第３項の規定により次のと

おり請求します。 
 
 

記 
 

１．事業名   
 
  ２．概算払い交付補助額     円 
 
  ３．概算払い交付を受ける理由 
 
  ４．関係書類 

（１）資金計画書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式第 11 号） 
 

中央区まちづくり支援事業補助金返還命令書 

第     号 
平成  年  月  日 

 
様 

 
中央区長       

 
平成  年  月  日付け中企振第    号で交付した中央区まちづくり支援事業

補助金については，中央区まちづくり支援事業補助金交付要綱第 22 条の規定により，次の

とおり返還を命じる。 
 
 

記 
 
１ 事業名 
 
２ 返還すべき金額      円 
 
３ 返還期限   年  月  日 
 
４ 返還を命ずる理由 
 
５ 交付決定額        円 
 
６ 既交付額         円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



（様式第 12 号） 
 

中央区まちづくり支援事業評価通知書 

第     号 
平成  年  月  日 

 
様 

 
中央区長       

 
平成  年  月  日付け中企振第    号で交付した中央区まちづくり支援事業

補助金については，事業の評価を行った結果，下記のとおりとなったことを通知します。 
 
 
 
１ 支援事業名 
 
２ 総合評価 
 

Ａ（大変評価できる） 
Ｂ（評価できる） 
Ｃ（あまり評価できない） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



南区祭り振興事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 南区祭り振興事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については，この要綱

の定めるところによるもののほか，福岡市補助金交付規則（昭和４４年福岡市規則第３５

号）による。 

 

（目的） 

第２条 補助金は，南区で開催される祭りを振興することにより，その保存，発展に寄与す

るとともに，地域振興の核となる拠点の振興・創造に寄与することを目的として交付する。 

 

（補助交付対象事業と対象者） 

第３条 南区内で継続して開催され，複数校区からの参加及び区内広範囲からの集客が見込

まれる祭り事業とする。 

２ 補助金の交付対象事業は公募により募集する。 

３ 本市の市税を滞納していないこと。 

 

（暴力団の排除） 

第４条 区長は，福岡市暴力団排除条例（平成２２年福岡市条例第３０号。以下「暴排条例」

という。）第６条の規定に基づき，排除措置を講じるものとする。 

２ 区長は，補助金の交付の申請をした者（第４項において「申請者」という。）が次のい

ずれかに該当するときは，この要綱に定める他の規定に関わらず，補助金を交付しないも

のとする。 

（１） 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

（２） 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

（３） 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 区長は，補助事業者が前項各号のいずれかに該当したときには，補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 区長は，補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため，申請者又は補

助事業者に対し当該申請者又は当該補助事業者（法人であるときは，その役員）の氏名（フ

リガナを付したもの），生年月日，性別等の個人情報を求めることができる。 

 

（補助交付対象経費） 

第５条 補助金を交付する対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，交付対象

事業の実施に要する経費。ただし，次の各号に掲げる経費は対象外とする。 

（１） 人件費 

（２）活動内容自体の委託費 

（３）食糧費。ただし，事業実施のために必要な昼食代，弁当代，茶菓代等を必要最小限の

範囲で補助対象とする。 

（４）前３号に掲げるもののほか，補助対象経費とすることが適当でないと区長が認める経

費 

 

（補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は，前条に規定する経費のうち，予算の範囲内で最高１０万円（千

円未満の端数は，切り捨てとする。）を限度とする。 



 

（事前協議） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする祭り事業の主催者（以下「主催者」という。）は，

６月から７月末日までに次に掲げる書類を添えて事前協議を受けなければならない。ただ

し，区長が認めるときは，この限りではない。 

（１）主催者の規約 

（２）役員・委員名簿 

（３）直近の収支決算書 

（４）その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする祭り事業の主催者は，南区祭り振興事業補助金交

付申請書(様式第１号)に次の各号に掲げる書類を添えて，区長に申請しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）事業収支計画書 

（３）主催者の規約 

（４）役員・委員名簿 

（５）その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 区長は，補助金の申請があったときは，その内容を審査し，適当であると認めたと

きは，補助金の交付を決定し，南区祭り振興事業補助金交付決定通知書(様式第２号)によ

り通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条 主催者は，当該年度の事業が完了した後，速やかに南区祭り振興事業実績報告書

(様式第３号)に次の各号に掲げる書類を添えて，区長に報告しなければならない。 

（１）事業収支計算書 

（２）事業の経過または成果を確認できる書類等区長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 区長は，事業の完了の報告を受けた場合においては，報告書等の書類の審査及び

領収書の確認や現地調査等により，その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを南区祭り振興事業実績調査

確認書(様式第４号)により確認し，適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確

定し，南区祭り振興事業補助金確定通知書(様式第５号)をもって通知するものとする。 

 

 

（附則） 

この要綱は，平成２５年５月１日から施行する。 

（附則） 

  １ この要綱の有効期限は，平成３３年３月３１日までとする。 

  ２ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

  ３ この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

  ４ この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 



（様式第 1号） 

平成  年  月  日  

（あて先）福岡市 南区長 

 

             申請者の住所 

申請者の団体名 

代表者の役職名・氏名
フリガナ

                ㊞ 

性別・生年月日 

 

南区祭り振興事業補助金交付申請書 

 

平成  年度南区祭り振興事業について補助金の交付を受けたいので，福岡市補助金交付規則

を承知の上関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

１ 事業の内容等 

（１）開催概要のとおり 

（２）添付資料 

  ・事業収支計画書 

  ・団体規約 

  ・役員名簿 

 

２ 補助金交付申請額   金           円 
 

確 認 書 
 

１．提出した申請書及び添付資料は，市が保管し，返却されないことを了承します。 

２．本件申請にあたり市に提出した個人情報について，市が次の各号に係る照会確認に使用すること

を同意します。 

(1)市税に係る徴収金に滞納がないことを確認するため，市税務担当課への照会確認に使用すること。 

(2)この補助金からの暴力団排除のため，福岡県警察への照会確認に使用すること。 

以上を承諾のうえ，申請します。 

 

所在地 

団体名 

代表名                            （印）   



(様式第２号) 

 

南区祭り振興事業補助金交付決定通知書 

 

  南 区 企 振 第   号 

平成  年  月  日 

 

様 

 

 

  福岡市 南区長      ㊞ 

 

 

平成  年  月  日付をもって申請のあった南区祭り振興事業補助金について，下記

のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      南区祭り振興事業 

 

 

２ 補助内示金額                円 

 

 

３ 補助金交付予定時期  平成  年  月 

 

 

４ 補助条件 

(1)補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)

をする場合においては，区長の承認を受けるべきこと。 

(2)補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，区長の承認を受けるべきこと。 

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合，又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては，速やかに区長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4)この交付決定に対して不服がある場合における申請の取下をすることができる期間

は，この交付決定通知受領の日から１４日以内とする。 

(5)その他福岡市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

 



(様式第３号) 

 

南区祭り振興事業実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先）福岡市 南区長 

 
 
               申請者の住所 

申請者の団体名 

代表者の役職名・氏名           ㊞ 

 

 

平成  年  月  日付  企振第   号により補助金の交付決定を受けました事業

の実績について，下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      南区祭り振興事業 

 

 

２ 補助事業の実施期間  平成  年  月  日 から 

             平成  年  月  日 まで 

 

 

３ 補助事業の実施状況  ア 事業収支計算書 

             イ 事業の経過または成果を証する書類等 

 

 

４ 補助金の交付決定額と精算額 

補助金の交付決定額               円 

   (補助金の既交付額)   (            円) 

   補助金の精算額                 円 

 

 



(様式第４号) 

 

平成  年度南区祭り振興事業実績調査確認書 

 

  平成  年  月  日 

 

 

 

所属 

職名 

氏名             ㊞ 

 

 

 

 

平成  年  月  日付平成  年度南区祭り振興事業実績報告書について調査の結果 

 

 

１ 事実と相違ありません。 

 

 

２ 下記事項について相違がありました。 

 

 

 

 



(様式第５号) 

 

南区祭り振興事業補助金確定通知書 

 

南区企振第     号  

                      平成  年  月  日  

 

 様 

 

 

福岡市南区長             

 

 

平成  年  月  日付南区祭り振興事業実績報告書により，平成  年度南区祭り振

興事業補助金の額を下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 
 
１ 補助事業名     南区祭り振興事業 
 
 
２ 補助確定金額             円 
 
 
３ 補助条件      福岡市補助金交付規則の規定を遵守すること。 
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